
広島高等裁判所及びその管内について
(概況説明資料）
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1広島高裁管内の裁判所所在地図
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2広島高裁管内の裁判所一覧表
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「合議事件の取扱い」柵は，合議事件を取り扱う地方裁判所又は家庭裁判所の本庁又は支部を示す。 「少

年事件の取扱い」柵は，その管内の少年法で定める少年保護事件の審判及び少年法第3別条1項に掲げる
罪に係る訴訟の第一審の裁判に関する事務を取り扱う家庭裁判所の本庁又は支部を示す。

「家裁出張所」柵中の*印は，家事事件の受付及び裁判官又は調停委員会の判断により当該出張所に出張して行われ

る家事審判又は家事調停に関する事務のみを取り扱う家庭裁判所出張所であることを示す。
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3広島高裁管内の情勢（人口。弁護士数。控訴件数｡裁判員事件数等）
’

一

管内 全国の人口（約1億2,644万人）の

約5.8％
合計約733万人

（平成30年10月）

の人口

全国の登録数（41,155人）の

約3.2％

グＯ

管内の弁護士数 合計1,330人

ｌ

７

０

(平成31年4月）

全国の件数（12,567件）の民事控訴の新受件数
（民事控訴審通常訴訟）

合計730件
約5．8％(平成30年）

全国の件数（ 5,750件）の刑事控訴の新受件数
（刑事控訴審通常訴訟）

合計303件
’

約53％(平成30年）

鳥取県
人 口：約56万ﾉ、

弁護士数：66名

有名な産品：

二十世紀梨らっきょう，

松葉がに等

広島高裁松江支部：裁判官3名

管内人口 ：約124万人

弁潅上数： 15‘叱名

民事控訴件数：75件

（

刑事控訴件数：44件

島根県
人 口 ：約68万人

弁護士数：85名

有名な産品：しじみ， お茶そば等

「
型

ｒ

卜
凸

噂

山口県

人 口 ：約137万人 ’

弁護_t数: 177名

有名な産品：

ふぐ， 萩焼外郎（ういろう） 等（

広島高裁本庁；裁判官15名

（提漁.，蛎務崎長を含む）

管内ﾉJ] |:約419万人

弁護士数： 771名

民事控訴件数：415件

刑事控訴件数： 1“件 グ

（提漁.，聯務崎長を含む）

約419万人

771名

数：415件

数： 1“件 グ

幹幹

広島高裁岡山支部：裁判官6名

岡山県

管内人口：約190万人

弁護士数：408名

民事控訴件数：240件

‘刑事控訴件数： 113件

有名な産品：

白桃ぶどう，備前焼等

広島高諸

岡山県

管内ノ

弁護二

民事*

‘刑事＃

広島県
人 口：約282万人

弁護上数：594名

有名な産品:．

レモン， ネーブルオレンジ．

牡蠣筆等
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4広島高裁及び管内の裁判官数

令和元年5月1日現在の広島高裁の裁判官数
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裁判官の配置（令和元年5月1日現在）
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広島高裁の沿革

明治5年（1872年）
明治15年（1882年）

それまで府県が司法事務を取り扱っていたが，

司法職務定制により司法制度が改革され，司

法省臨時裁判所（国の大事に関する事件及び

裁判官の犯罪等)，司法省裁判所(上告裁判所)，

府県裁判所（原則的な第一審裁判所)，区裁判

所（軽微事件）等が設置された。

治罪法の施行により，上等裁判所が控訴裁判

所と，地方裁判所が始審裁判所と，区裁判所

が治安裁判所と改称され，裁判所の位置及び

管轄区域も改正された。

控訴裁判所は東京，大阪，名古屋，広島，長

崎宮城，函館の7か所に設置され，広島控

訴裁判所の管轄は次のとおりとなった。明治8年（1875年）

始審裁判所

広島

尾道

治安裁判所

広島，三次

尾道

控訴裁判所

立憲政体の詔書が発せられ， 司法省裁判所は

廃止，大審院が東京に設置された。そして上

等裁判所が東京，大阪，長崎,福島（後に宮

城）にそれぞれ設置され，府県裁判所からの

控訴等を取り扱うこととされた。

広島， 山口，岡山，鳥取，島根の各県は，大

阪上等裁判所の管轄に属した。

山口，岩国,赤間関，
－14－

秒〈
山 口

（
松
一
浜
一
米
一
烏
一
西

江 松江，

田 浜田

子 米子

取 鳥取

郷 西郷

今市広島

明治9年（1876年） 9月
なお， 岡山始審裁判所は，大阪控訴裁判所の

管轄に属した。府県裁判所が廃止され，地方裁判所が東京を

はじめ23箇所に設置された（なお，地方裁判

所支庁が36庁置かれた)。 さらにその下に,

軽微事件を取り扱う区裁判所が134庁置かれ

た。

中国地方では，松江と岩国の2箇所に地方裁

判所が置かれ，松江裁判所，岩国裁判所と称

し，松江裁判所は島根県（現在の鳥取県を含

む）を，岩国裁判所は広島， 山口の両県をそ

れぞれ管轄した。なお，岡山県は，神戸裁判

所の管轄に属した｡

松江，岩国，神戸裁判所は，大阪上等裁判所

の管轄に属した。

明治16年（1883年）

次のとおり裁判所の位置及び管轄が改正され

た。

（
尾道，浜田，米子，西郷の各始審裁判所は，

始審裁判所支庁となった。

明治19年（1886年）
明治9年（1876年） 11月

控訴裁判所が控訴院と改称，広島控訴裁判所

は広島控訴院となった。岩国裁判所が広島に移され，

称。

広島裁判所と改

明治23年（1890年）
明治14年（1881年）

大日本帝国憲法のもと，裁判所構成法が施行

され，大審院，控訴院，地方裁判所，区裁判

所が設置された。

控訴院は東京，大阪，名古屋，広島，長崎

宮城，函館に設置され， 中国地方の管轄は次

のとおりとなった。

広島県沼田郡広島区小

町に広島裁判所庁舎(後

の広島控訴裁判所,広島

控訴院）を新営。木造瓦

葺2階建，延1,788㎡

（541坪)。
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甦訴院｜地方裁判所 裁判所法の施行により，新たに最高裁判所，

高等裁判所，地方裁判所，簡易裁判所が置か

れ，下級裁判所の設立及び管轄区域に関する

法律によって，広島市に広島高等裁判所が置

かれ，次のとおりの管轄となった。

区裁判所

広島，呉，竹原，三次，

庄原，尾道，福山
広島

山口，徳山，岩国，柳井

津,･萩，船木，赤間関（後

に下関と改称）

山 口
I-f-・ Iヨ
ノユミ 熊ロブ

今市，浜田，

西郷

松江，木次，

大森，益田，
松江

鳥取 ｜鳥取，倉吉，米子，溝口

岡山，片上，高梁，新見，

玉島，笠岡，津山，勝山
大阪 岡山

明治28年（1895年）
昭和22年（1947年）

－世一・ 一 一 －字

S22- :
鳥取地方裁判所が大阪控訴院の管轄となり，

松山地方裁判所が広島控訴院の管轄となった。

部)に完成c木造モルタル吹付仕上げ2階建，

延2,694㎡（815坪)。

明治38年（1905年）（

岡山地方裁判所，鳥取地方裁判所が広島控訴

院の管轄となった。

昭和23年（1948年） 3月

広島高等裁判所松江支部を設置。

昭和23年（1948年） 10月

広島高等裁判所岡山支部を設置。

昭和24年（1949年） 1月

昭和20年（1945年） 8月6日

原爆により，裁判官。職員多数の命が失われ

る（昭和40年に敷地内に建立された慰霊碑に

は合計45名の名が刻まれている)。

広島控訴院の庁舎も原爆により焼失。被災後，

順吹，府中国民学校，株式会社日本製鋼所広

島製作所構内，東洋工業株式会社付属青年学

校内に移転した。

（ 全国に家庭裁判所が置かれることになり，広

島高等裁判所管内には，広島， 山口，岡山，

鳥取，松江の各家庭裁判所を設置。

昭和24年（1949年） 6月

昭和20年（1945年） 8月15日
第二期，第三期工事を経て，広島高地簡裁の

合同庁舎全部が完成。高松控訴院が置かれ，広島控訴院管轄の松山

地方裁判所は，高松控訴院の管轄となった。
昭和39年（1964年） S39

P

昭和21年（1946年）
広島高地簡裁の新合

同庁舎（北棟及び南

棟）が完成。鉄筋コ

ンクリート造3階建。

~

高松控訴院が廃止され，松山地方裁判所が再

び広島控訴院の管轄となった。

昭和22年（1947年） 5月3日

6

高等裁判所

広島

地方裁判所

広 ‘島

山口

岡山

鳥取

松江

控訴院

広島

地方裁判所

広島

山口

松江

松山

岡山

鳥取



平成24～26年度（2012～2014年度）昭和60年（1985年）

広島高地簡裁庁舎の南棟（事務棟）及び北棟

（法廷棟）が，耐震診断の結果，震度6強以

上の大規模地震に耐えられないという評価を

受けたことから,平成24年度から3年の計画

で，耐震改修工事を実施した。
上記工事以外にも，照明器具更新，電気設備

改修，外壁改修，屋上防水改修等の工事を行っ

広島高地簡裁合同庁舎の東棟及び西棟が完成。

鉄筋コンクリート造6階建。

昭和62年（1987年）

(S62)
広島高地簡裁（北棟

及び南棟）の既存棟

を改築。 た。

昭和63年(1988年）

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律

の一部改正により，管内22庁（事務移転庁2

庁を含む）の簡易裁判所が廃止された。

（ 平成2年（1990年）

地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の一

部改正により，管内地方裁判所及び家庭裁判

所支部のうち， 7支部が廃止された。

平成10～12年度（1998～2000年度）

大規模な内部改修を実施。国民に利用しやす

く分かりやすい裁判所の実現に向けて，受付

窓口の1階配置，扉，壁等の透明化，便所の

改修を行う。また，裁判部の協働態勢に資す

るため，

また， ］また, IT化や事務の合理化に対応するため，

資料室の高。地裁合同排架，事務局を除く事

務室をすべて二重床構造にするなど， より機

能的な庁舎に改修した。 さらに，法廷棟にエ

レベータを設置するとともに，事務局の事務

室も二重床化した｡

（

平成17～20年度（2005～2008年度）

裁判員制度に対応するための法廷等の整備，

広島地裁民事執行センターの増築など，大規

模な改修・増築を実施した。

一一一一一■■1

広島地裁304号法廷（裁判員法廷）
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5参考統計

広島高裁民事通常控訴事件数の動向

未済既済新受
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広島高裁行政訴訟控訴事件の動向

未済既済新受
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広島高裁刑事控訴事件数の動向

未済既済新受
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管内の地家裁の事件動向

(平成26年を100とした場合）地裁民事第一審通常訴訟新受件数
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(平成26年を100とした場合）地裁刑事訴訟事件数
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(平成26年を100とした場合）家裁少年一般保護事件数

9“0 110

÷全国家裁鷲敷

’ ÷広島菅内合計
ゞ ；広島家裁管内

一山口家裁管内

÷岡山家裁管内

8純0

100

一一一一一-一一一一.一--------- ‐－ -.7“0

90

6“0

’
1

80
5帥0

I

4CCO
70

一

‐
‐
１
１
－
ｌ
ｌ
Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
‐
ｉ
Ｌ

↑
一

3000

60

2“0

f
50

1KIO

0 40

H29 H30H28H26 HZ7 H28 H29 H30 HZ6 HZ7

（

13



裁判員裁判関係（新受件数）の状況（管内地裁）
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